
理由書【遺失又は紛失】

運輸支局長 殿

今般、 するにあたり、遺失又は紛失のため返納ができないため、
下記のとおり申し立てます。なお、発見された場合は速やかに返納するとともに、本件に関し
て事故・他者への損害等が生じた場合は、一切の責任を負うことを誓約いたします。

自動車登録番号又は車両番号

車 台 番 号

□ナンバープレート （ 前面 後面 両面 ）
□自動車検査証
□軽自動車届出済証

○遺失又は紛失した場所、状況及び捜索内容 （遺失又は紛失年月日 令和 年 月 日）

○ナンバープレートを取り外した場合は、その理由、外した後の管理状況

届出警察署名 警察署

届出年月日及び受理番号 令和 年 月 日第 号

※届出が受理されなかった場合はその理由

令和 年 月 日

登録担当使用欄 住 所

警察確認済印 氏 名



大阪　運輸支局長　　　殿

　　今般、一　時　抹　消　登　録　　　　

自 動 車 登 録 番 号 又 は 車 両 番 号

AB９-１２３４５６７

■ ナ ン バ ー プ レ ー ト  　　（　  前面 　　後面　 　両面  　）

□ 自 動 車 検 査 証

□ 軽 自 動 車 届 出 済 証

駐車場に行ったところ前面のナンバープレートが無いことに気付いた。

届 出 年 月 日 及 び 受 理 番 号 令和　６　年　４　月　１５　日　第　１２５　号

　　　令和　　６　年　　４　月　　２０　日

〇遺失又は紛失した場所、状況及び捜索内容　　（遺失又は紛失年月日　令和　６　年　４　月　１　日　）　　　　　　　　　

　令和６年３月３１日午後１１時半頃駐車場に止めた際には異常はなかったが、翌日午前７時頃会社に出勤するために

下 記 の と お り 申 し 立 て ま す 。 な お 、 発 見 さ れ た 場 合 は 速 や か に 返 納 す る と と も に 、 本 件 に 関 し

て 事 故 ・ 他 者 へ の 損 害 等 が 生 じ た 場 合 は 、 一 切 の 責 任 を 負 う こ と を 誓 約 い た し ま す 。

なにわ５２９と１２３４

※ 届 出 が 受 理 さ れ な か っ た 場 合 は そ の 理 由

警　察　確　認　済　印

登　録　担　当　使　用　欄

　　大　阪　東　　警　察　署

す る に あ た り 、 遺 失 又 は 紛 失 の た め 返 納 が で き な い た め 、

理　　由　　書　【遺　失　 又　は　盗　難】

住 所　　　大阪市中央区大手前４丁目１－７６

氏 名　　　大阪　孝弘

〇ナンバープレートを取り外した場合は、その理由、外した後の管理状況

届　出　警　察　署　名

車　　　　　台　　　　　番　　　　　号

ナンバープレートの例



大阪　運輸支局長　　　殿

　　今般、一　時　抹　消　登　録　　　　

自 動 車 登 録 番 号 又 は 車 両 番 号

AB９-１２３４５６７

□ ナ ン バ ー プ レ ー ト  　　（　  前面 　　後面　 　両面  　）

■ 自 動 車 検 査 証

□ 軽 自 動 車 届 出 済 証

届 出 年 月 日 及 び 受 理 番 号 令和　　年　　月　　日　第　　号

　　　令和　　６　年　　４　月　　２０　日

〇遺失又は紛失した場所、状況及び捜索内容　　（遺失又は紛失年月日　令和　６　年　４　月　１　日　）　　　　　　　　　

　車内のグローブボックスの中に保管していたが、清掃した際に家族の者が捨ててしまった。

下 記 の と お り 申 し 立 て ま す 。 な お 、 発 見 さ れ た 場 合 は 速 や か に 返 納 す る と と も に 、 本 件 に 関 し

て 事 故 ・ 他 者 へ の 損 害 等 が 生 じ た 場 合 は 、 一 切 の 責 任 を 負 う こ と を 誓 約 い た し ま す 。

なにわ５２９と１２３４

※ 届 出 が 受 理 さ れ な か っ た 場 合 は そ の 理 由

警　察　確　認　済　印

登　録　担　当　使　用　欄

す る に あ た り 、 遺 失 又 は 紛 失 の た め 返 納 が で き な い た め 、

理　　由　　書　【遺　失　 又　は　盗　難】

住 所　　　大阪市中央区大手前４丁目１－７６

氏 名　　　大阪　孝弘

〇ナンバープレートを取り外した場合は、その理由、外した後の管理状況

届　出　警　察　署　名

車　　　　　台　　　　　番　　　　　号

自動車検査証の例
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